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令和６年度 
第１回 八重瀬町・与那原町学校給食センター協議会 

要旨録 
 

日 時：令和６年９月３０日（月） １４：００～１４：２０ 

場 所：八重瀬町役場 ３階会議室 

出席者： 

【協議会委員】・・・４名 

八重瀬町・・・八重瀬町長 新垣安弘、八重瀬町教育長 玉榮恒雄 

与那原町・・・与那原町長 照屋 勉、与那原町教育長 垣花英正 

【事務局】・・・４名 

八重瀬町・・・新垣主幹(事務長)、野原係長 

与那原町・・・上原主任技師、神里主任 

 

１. 開会  

本日の協議会開催について、出席者数が成立条件の基準を満たしていることを確認し、事

務長が開会を宣言。 

 

２. 会長選出 

八重瀬町と与那原町の協議の結果、会長は、八重瀬町長 新垣町長が就任することに決定。 

 

３. 会長あいさつ 

建設場所が八重瀬町であり、また、事務局が八重瀬町役場庁舎内なので、会長を受けさせ

ていただく旨、あいさつを行った。 

 

以下、協議会会長である新垣八重瀬町長が議事進行を務めた。 

 

４. 会長の職務代理者の指名 

新垣会長が、職務代理者を与那原町の照屋町長を指名。 

 

５. 協議事項 

（１）両町の長が協議により定める事項 

協議第１号 協議会の事務に従事する職員の定数および町別の配分について 

協議会の事務に従事する職員の定数および町別の配分について、原案のとおり承認され

た。 

 

（２）両町が協議により定める事項 

協議第２号 八重瀬町・与那原町学校給食センター協議会会議運営規程を定めることにつ

いて 
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八重瀬町・与那原町学校給食センター協議会会議運営規程を定めることについて、原案の

とおり承認された。 

 

協議第３号 職員のうち主任の者（事務長）を定めることについて 

職員のうち主任の者（事務長）を定めることについて、原案のとおり承認された。 

 

協議第４号 八重瀬町・与那原町学校給食センター整備事業幹事会の設置について 

八重瀬町・与那原町学校給食センター整備事業幹事会の設置について、原案のとおり承認

された。 

 

協議第５号 八重瀬町・与那原町学校給食センター協議会公印に関する規程について 

八重瀬町・与那原町学校給食センター協議会公印に関する規程について、原案のとおり承

認された。 

 

６. 閉会 

 事務長が閉会を宣言。 


